
令
和
元
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号

主
要
農
作
物
種
子
条
例

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
六
条
）

｜

第
二
章

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
に
関
す
る
施
策
（
第
七
条

第
十
七
条
）

｜

第
三
章

主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
（
第
十
八
条

第
二
十
四
条
）

｜

第
四
章

雑
則
（
第
二
十
五
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
、
種
子
生
産
者
及
び
関

係
機
関
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
が
実
施
す
る
施
策
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
主
要
農
作

物
の
品
質
の
確
保
及
び
安
定
的
な
生
産
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

主
要
農
作
物

稲
、
大
麦
、
小
麦
及
び
大
豆
を
い
う
。

二

種
子
生
産
者

主
要
農
作
物
の
種
子
を
生
産
す
る
者
を
い
う
。

三

関
係
機
関
等

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
に
関
係
す
る
機
関
及
び
農
業
者
団
体
を
い
う
。

四

指
定
採
種
団
体

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
は
、
本
県
の
農
業
の
持
続
的
な
発
展
及
び
良
質
な
主
要
農
作
物
の
安
定
的
な
供
給

に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
は
、
県
、
種
子
生
産
者
、
関
係
機
関
等
、
指
定
採
種
団
体
そ
の
他
関
係
者
が
相
互
に
連

携
し
、
及
び
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）



第
四
条

県
は
、
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
に
関
す
る
施
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
県
内
の
気
象
、
土
壌
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
に
適
し
、
か
つ
、
収
量
、
品
質
そ
の
他
の
栽
培
上
の
特
性
及
び
利
用
上
の

特
性
を
備
え
た
主
要
農
作
物
の
品
種
の
育
成
及
び
選
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
前
二
項
の
責
務
を
果
た
す
た
め
、
必
要
な
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
種
子
生
産
者
、
関
係
機
関
等
及
び
指
定
採
種

団
体
と
の
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
種
子
生
産
者
の
責
務
）

第
五
条

種
子
生
産
者
は
、
県
が
実
施
す
る
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

２

種
子
生
産
者
は
、
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
に
基
づ
く
生
産
及
び
調
整
に
係
る
基
準
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
に
必
要
な
知
識
及
び
技
術
の
向
上
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
、
主
要
農
作
物
の
種
子
を
安
定
的
に
生
産

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
機
関
等
の
責
務
）

第
六
条

関
係
機
関
等
は
、
県
が
実
施
す
る
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
に
関
す
る
施
策

（
種
子
計
画
の
策
定
）

第
七
条

知
事
は
、
毎
年
度
、
主
要
農
作
物
の
種
子
の
安
定
的
な
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
種
子
計
画
」
と
い
う
。

）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

種
子
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

主
要
農
作
物
の
種
子
の
需
給
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項

二

主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
を
行
う
ほ
場
の
面
積
及
び
生
産
量
に
関
す
る
事
項

三

主
要
農
作
物
の
原
種
及
び
当
該
原
種
の
生
産
を
行
う
た
め
に
必
要
な
原
原
種
（
以
下
「
原
種
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事

項
（
指
定
採
種
団
体
の
指
定
等
）

第
八
条

知
事
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
指
定
採
種
団
体
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

指
定
採
種
団
体
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。



一

本
県
に
お
け
る
主
要
農
作
物
の
種
子
の
年
間
の
需
給
の
見
通
し
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
の
知
事
へ
の
報
告

に
関
す
る
業
務

二

種
子
計
画
に
基
づ
く
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
業
務

三

主
要
農
作
物
の
種
子
に
係
る
残
量
処
理
、
事
故
処
理
及
び
災
害
補
償
に
関
す
る
業
務

四

前
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

３

第
一
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
４

指
定
採
種
団
体
は
、
そ
の
名
称
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
採
種
団
体
に
対
す
る
監
督
等
）

第
九
条

知
事
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
指
定
採
種
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
指
導
若
し
く
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

知
事
は
、
指
定
採
種
団
体
が
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
指

定
採
種
団
体
に
対
し
、
そ
の
業
務
の
運
営
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

知
事
は
、
指
定
採
種
団
体
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
優
良
品
種
の
決
定
及
び
試
験
）

第
十
条

知
事
は
、
県
内
に
普
及
を
促
進
す
る
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品
種
（
以
下
「
優
良
品
種
」
と
い
う
。
）
を
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
優
良
品
種
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
試
験
（
第
十
九
条
に
お
い
て
「
優
良
品
種
決
定
調
査
」

と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
の
意
見
を
聴
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
種
子
生
産
ほ
場
の
届
出
）

第
十
一
条

種
子
生
産
者
は
、
知
事
か
ら
配
布
さ
れ
た
原
種
等
を
用
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
優
良
品
種
の
種

子
を
、
譲
渡
の
目
的
を
も
っ
て
、
又
は
委
託
を
受
け
て
生
産
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
経
営
す
る
ほ
場
の
所



在
地
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
事
項
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
ほ
場
（
以
下
「
特
定
種
子
生
産
ほ
場
」
と
い
う
。
）
を
経
営
す
る
種
子
生
産
者
（
以
下
「
特

定
種
子
生
産
者
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
知
事
に

届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
種
子
生
産
ほ
場
の
審
査
等
）

第
十
二
条

特
定
種
子
生
産
者
は
、
特
定
種
子
生
産
ほ
場
に
お
い
て
栽
培
し
て
い
る
優
良
品
種
の
出
穂
、
開
花
及
び
成
熟
の
状
況
等

に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ほ
場
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
ほ
場
審
査
の
結
果
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
種
子

生
産
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
面
（
以
下
「
ほ
場
審
査
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

特
定
種
子
生
産
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
ほ
場
審
査
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
特
定
種
子
生
産
ほ
場
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た

優
良
品
種
の
種
子
の
発
芽
の
良
否
並
び
に
不
良
な
種
子
及
び
異
物
の
混
入
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
審
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
生
産
物
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
生
産
物
審
査
の
結
果
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
種

子
生
産
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
面
（
附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
生
産
物
審
査
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

５

ほ
場
審
査
及
び
生
産
物
審
査
は
、
特
定
種
子
生
産
者
の
請
求
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
審
査
の
基
準
及
び
方
法
は
、
知
事
が
別

に
定
め
る
。

６

知
事
は
、
特
定
種
子
生
産
者
か
ら
前
項
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
員
に
審
査
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
種
子
生
産
者
に
対
す
る
指
導
等
）

第
十
三
条

知
事
は
、
特
定
種
子
生
産
者
に
対
し
、
優
良
品
種
の
種
子
の
品
質
の
確
保
及
び
安
定
的
な
生
産
の
た
め
に
必
要
な
指
導

、
助
言
又
は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
原
種
等
の
生
産
）

第
十
四
条

知
事
は
、
ほ
場
の
設
置
等
に
よ
り
、
特
定
種
子
生
産
ほ
場
に
お
い
て
優
良
品
種
の
種
子
の
生
産
を
行
う
た
め
に
必
要
な

優
良
品
種
の
原
種
等
の
生
産
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

知
事
以
外
の
者
が
、
そ
の
経
営
す
る
ほ
場
に
お
い
て
、
優
良
品
種
の
原
種
等
（
知
事
が
特
定
種
子
生
産
者
に
配
布
す
る
こ
と
を



目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
生
産
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
品
種
等
の
利
用
及
び
管
理
）

第
十
五
条

知
事
は
、
県
が
育
成
し
た
主
要
農
作
物
の
品
種
、
優
良
品
種
の
種
子
そ
の
他
こ
れ
ら
の
生
産
に
関
す
る
技
術
が
適
正
に

利
用
さ
れ
、
又
は
適
切
に
管
理
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
に
対
す
る
理
解
の
促
進
等
）

第
十
六
条

県
は
、
主
要
農
作
物
の
種
子
の
品
質
の
確
保
及
び
安
定
的
な
生
産
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
県
民
の
理
解
の
促
進
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
主
要
農
作
物
を
生
産
す
る
農
業
者
に
対
し
、
特
定
種
子
生
産
ほ
場
に
お
け
る
優
良
品
種
の
良
質
な
種
子
の
安
定
的
な
生

産
を
維
持
す
る
た
め
に
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
七
条

県
は
、
主
要
農
作
物
の
種
子
の
生
産
及
び
普
及
並
び
に
主
要
農
作
物
の
品
種
の
育
成
及
び
選
定
に
関
す
る
施
策
を
推
進

す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

主
要
農
作
物
品
種
審
査
会

（
設
置
）

第
十
八
条

知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
優
良
品
種
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
（
以
下
「

審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
所
掌
事
務
）

第
十
九
条

審
査
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

一

優
良
品
種
の
決
定
基
準
に
関
す
る
事
項

二

優
良
品
種
決
定
調
査
に
供
さ
れ
る
品
種
に
関
す
る
事
項
（
当
該
品
種
に
係
る
優
良
品
種
決
定
調
査
の
継
続
及
び
中
止
に
関
す

る
こ
と
を
含
む
。
）

三

優
良
品
種
決
定
調
査
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

優
良
品
種
の
決
定
及
び
廃
止
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
優
良
品
種
に
関
し
必
要
な
事
項

（
組
織
等
）



第
二
十
条

審
査
会
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

関
係
団
体
の
役
員
又
は
職
員

三

関
係
行
政
機
関
の
職
員

四

県
の
職
員

３

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け

る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
二
十
一
条

審
査
会
に
、
会
長
一
人
及
び
副
会
長
二
人
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
す
る
と
と
も
に
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
よ
り
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職

務
を
代
理
し
、
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
会
議
）

第
二
十
二
条

審
査
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２

審
査
会
の
会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
幹
事
）

第
二
十
三
条

審
査
会
に
、
幹
事
を
置
き
、
県
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

２

幹
事
は
、
審
査
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
委
員
を
補
佐
す
る
。

（
会
長
へ
の
委
任
）

第
二
十
四
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

第
四
章

雑
則

（
委
任
）

第
二
十
五
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
条
例
の
廃
止
）

２

主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
策
定
さ
れ
て
い
る
主
要
農
作
物
の
種
子
の
安
定
的
な
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
県
の
計
画
で
あ
っ

て
、
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
て
い
る
も
の
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
種
子
計
画
と
み
な

す
。

４

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
県
内
に
普
及
を
促
進
す
る
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品
種
と
し
て
知
事
が
決
定
し
て
い
る
も
の
は
、

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
優
良
品
種
と
み
な
す
。

５

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
知
事
か
ら
配
布
さ
れ
た
原
種
等
を
用
い
て
、
県
内
に
普
及
を
促
進
す
る
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品

種
と
し
て
知
事
が
決
定
し
た
も
の
の
種
子
を
、
譲
渡
の
目
的
を
も
っ
て
、
又
は
委
託
を
受
け
て
生
産
し
て
い
る
者
は
、
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
者
と
み
な
す
。

６

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
県
内
に
普
及
を
促
進
す
る
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品
種
と
し
て
知
事
が
決
定
し
た
も
の
の
出
穂
、
開
花

及
び
成
熟
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
審
査
の
結
果
、
知
事
が
交
付
し
た
証
明
書
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た

ほ
場
審
査
証
明
書
と
み
な
す
。

７

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
県
内
に
普
及
を
促
進
す
る
主
要
農
作
物
の
優
良
な
品
種
と
し
て
知
事
が
決
定
し
た
も
の
の
種
子
の
発
芽

の
良
否
並
び
に
不
良
な
種
子
及
び
異
物
の
混
入
の
状
況
等
に
つ
い
て
の
審
査
の
結
果
、
知
事
が
交
付
し
た
証
明
書
は
、
第
十
二
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
生
産
物
審
査
証
明
書
と
み
な
す
。

（
審
査
会
の
同
一
性
）

８

こ
の
条
例
に
よ
る
廃
止
前
の
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ

た
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
（
以
下
「
旧
審
査
会
」
と
い
う
。
）
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
審
査
会
と
な
り
、
同

一
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

（
審
査
会
委
員
の
任
命
及
び
任
期
の
特
例
）



９

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
旧
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条
例

の
施
行
の
日
に
、
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
会
の
委
員
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
に
お
け
る
旧
条
例
第
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
旧
審
査
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

（
会
長
等
の
選
任
の
特
例
）

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
旧
審
査
会
の
会
長
若
し
く
は
副
会
長
又

10
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
順
序
は
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
審
査
会
の
会
長
若

し
く
は
副
会
長
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
順
序
と
み
な
す
。

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の

11
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
の
委
員
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

主
要
農
作
物
品
種
審
査
会
の
委
員

出
席
一
回
に
つ
き

一
一
、
六
〇
〇
円

六

級


